
事務総局会議（第1回）議事録
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|令和4年1月』1日 （火）午後2時00分～午後2時28分～ I

’

総局会議室

|中村事務総長小野寺総務局長徳岡人事局長,氏本経理局長, 門田民

騨罵悪同蕊鯉難蕊蕊霊震蕊議背…書蕊

’
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事

出
者
一
議

’
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q
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1 民事執行規則の一部改正について

門田民事局長説明（資料第1）

2 土地の収用等と強制執行等との調整に関する規則及び都市再開発法

による権利の変換と強制執行等との調整に関する規貝|｣の一部改正につ

いて

門田民事局長説明（資料第2）

3 民事調停委員及び家事調停委員規則及び専門委員規則の一部改正に

ついて

門田民事局長説明（資料第3）

4民事再生規則の一部改正について

門田民事局長説明（資料第4）

5金融機関等の更生手続の特例等に関する規則の一部改正について

門田民事局長説明（資料第5）

6 会社非訟事件等手続規則の一部改正について

門田民事局長説明（資料第6）

7 建築関係訴訟委員会規則の一部改正について

門田民事局長説明（資料第7）

8 国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則の一部を改正する

規則について

吉崎刑事局長説明（資料第8）

9逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則の一部を改正す

る規則について

吉崎刑事局長説明（資料第9）
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事務総局会議資料藻’
（ ｛月( I昼開鋤

(令和4． 1． 11民三印）

配布資料目録
～

(改め文）民事執行規則の－部を改正する規則１
２
Ｓ

』

同制定理由

同新旧対照条文

I

ー

I



配布資料2

こ
れ
が
、

民
事
執
行
手
続
に
お
い
で
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
書
面
の
一
部
に
つ
い
て
押
印
を
不
要
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

こ

の 理
由
へ

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
｡

I

3



配布資料 3

Ｑ

民
事
執
行
規
則
（
昭
和
五
十
．
四
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

（
給
付
義
務
者
に
対
し
陳
述
を
催
告
す
べ
き
事
項
等
）
毛
（
給
付
義
務
者
に
対
し
陳
述
を
催
告
す
べ
き
事
項
等
）

第
六
十
四
条
の
二
（
略
）
第
六
十
四
条
の
二
（
略
）

２
法
第
九
十
三
条
の
三
前
段
の
規
定
に
よ
る
催
告
に
対
す
２
法
第
九
十
三
条
ゞ
の
三
前
段
の
規
定
に
よ
る
催
告
に
対
す

る
給
付
義
務
者
の
．
陳
述
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
る
給
付
義
務
者
の
陳
述
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

（
第
三
債
務
者
に
対
し
陳
述
を
．
催
告
す
べ
き
事
項
等
）

し、
●

◎

、

■
③

民
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

”
唱
溺
△
画

新

い
◎（

第
三
債
務
者
に
対
し
陳
述
を
催
告
す
べ
き
事
項
等
）

‘

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

4

巴



『

第
百
三
十
五
条
（
略
）

（
第
三
債
務
者
の
事
情
届
の
方
式
等
）

第
百
三
十
八
条
法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け

２
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
に
対
す

る
第
三
債
務
者
の
陳
述
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一
～
三
（
略
）
。

２
．
ｓ
（
略
）

（
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
等
）

に
押
印
す
こ
《

れ
ば
，
な
ら
な
い
。

い
り

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
債
致
蜜
有
は
、
１
Ｗ
ヨ
該
書
面

す
る
こ
ど
を
要
し
な
い
。

の
垣
賜
△
ロ

し
《
ぱ
い
。

第
百
三
十
五
条
（
略
）

第
百
三
十
八
条
．
法
第
百
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

２
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
催
告
に
対
す

２
．
ｓ
（
略
）

る
第
三
債
務
者
の
陳
述
は
、
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
で
し
な
け

い
◎

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

1

三

へ

略
一

（
・
第
三
債
務
者
の
事
情
届
の
方
式
等
）

（
振
替
社
債
等
譲
渡
命
令
等
）

～

5
●



一

へ

第
百
五
十
条
の
七

第
百
五
十
条

２
～
６

23

第
四
項
報
告
書

該載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

利
判
Ｍ
ｑ
封
個
剖
鞘
利
川
副
剤
珂
Ｎ
１
９
ｌ

一

へ

支
払
等
記
録

前 報
告
書
に
．
銅

！へ

項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

略
一
一
一

ー

へ

略
一

の
十

（
略
）

印のー

を届
出
等

（
略
）

る
こ
と
を
要
．
し
な
い
・

球
‐
調

へ

略
一 ー

畝
判
所
に
提
出

、
１
ｏ

ｖ

雷
苛

る
者
は
．
、
当

第
百
五
．
十
条
の
七

第
百
五
十
条
の
十
一

２
～
６

23 （
新
設
）

載
し
た
書
面
で
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

一

（
支
払
等
記
録
の
届
出
等
）

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

；
一

へ

略
一

一
・
一
一

（
略
）へ

略
一

へ

略
…

へ

略
一

い
◎

～

6
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【

第
百
五
十
条
の
十
四

第
百
九
十

8 ２
．
～
７

23

弟
四
項
の
‐

同
項
の
書
面
に
押
印
す
る
こ
と
を
要

へ

（
情
報
の
提
供
の
方
法
等
）

ヘ

電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
等

法
第

別
項
に
お
、
て
読
み
替
え

糊
告
書

へ

略
､-.／ 一：

－も

（
略
）

ヨ
割
川
鍋
副
詞
「
割

条

へ

略
…

を

秒1
必主

へ

略
…

のI 裁
判
所
に
提
出

晴
緋
”
企
虐
腔
朏

…

I

用
す
る
錆

百る
者
は
、
当

四
十
幸

第
百
五
十
条
の
十
四

２
・
～
７

第
百
九
十

2 へ

（
新
設

新
設
）

（
電
子
記
録
債
権
譲
渡
命
令
等

一

へ

情
報

へ

略
一

ー

一
．
一 の へ

略
…

条 提
供

の
方
法
等
）

へ

略
一

I
へ

略
…

）

7
ざ



事務総局会議資料茅ユ
（ ｜月’ ’日關胸

(令和4． 1． 11民三印）

配布資料目録 ～

1 土地の収用等と強制執行等との調整に関する規貝ﾘ及び都市再開発法による権

利の変換と強制執行等との調整に関する規則の一部を改正する規則 (改め文）

同制定理由

同新旧対照条文

２
３

、

1

▲



配布資料Z

■
４

も
甲

整
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

土
地
の
収
用
等
と
強
制
執
行
等
と
．
の
調
整
に
関
す
る
規
則
及
び
都
市
再
開
発
法
に
よ
る
権
利
の
変
換
と
強
制
執
行
等
と
の
調

〃

理
由

こ
れ
が
、

ｰ

ｰ

の

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

I

3▼



配布資料 3

第
一
条
関
係
Ｉ
土
地
の
収
用
等
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
四
号
）

〃
（
起
業
者
が
不
服
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
補
償
金
等
の
Ⅷ
（
起
業
者
が
不
服
を
有
す
る
場
合
に
お
け
る
補
償
金
等
の

ノ

取
扱
い
）
取
扱
い
）

第
八
条
法
第
九
千
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
第
八
条
法
第
九
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ

れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
に
払
い
渡
さ
れ
た
補
償
金
等
の
う
‐
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
に
払
い
渡
さ
れ
た
補
償
金
等
の
う

ち
起
業
者
の
見
積
り
金
額
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
、
法
ち
起
業
者
の
見
積
り
金
額
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
、
法

く

９
●

土
地
の
収
用
等
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則
及
び
都
市
再
開
発
法
に
よ
る
権
利
《
の
変
換
と
強
制
執
行
等
と

の
調
整
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
後
七
日
．

新

第
百
三
十
三
条
第
一
噂

に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
後
七
日

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

I

１
１

4、



2

〃

す
る
。
七
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
、
起
業
者
が
同
項

を
経
過
す
る
ま
で
の
間
、
配
当
等
を
実
施
し
な
い
も
の
と

Ｊ

が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
訴
訟
が
完
結
し
・
、
そ
の
訴

、

訟
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
る
ま
§
で
の
間
も

の
規
定
に
よ
る
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

同
様
と
す
る
。

へ

略
一

一

2

す
る
。
七
日
を
経
過
す
る
ま
・
で
の
間
に
、
起
業
者
が
同
項

を
経
過
す
る
ま
で
の
間

が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
・
該
訴
訟
が
．
完
結
し
、
そ
の
訴

、

訟
の
結
果
を
証
明
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
も

の
規
定
に
よ
る
訴

同
様
と
す
る
。

へ

略
…

え

を
提
起
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

、

配
当
等
を
実
施
・
し
な
い
も
の
と

5､



規
則
第
二
号
）

第
二
条
関
係
ｌ
都
市
再
開
発
法
に
よ
る
権
利
の
変
換
と
強
制
執
行
等
と
の
調
整
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
最
高
裁
判
所

）

・
）
・

第
八
条
（
略
・
）

第
八
条
（
略
）

２
法
第
九
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
た
、
２
法
第
九
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
さ
れ
た

と
き
は
、
裁
判
所
に
払
い
渡
さ
れ
た
補
償
金
等
の
う
ち
施
と
き
ば
、
裁
判
所
に
払
い
渡
さ
れ
た
補
償
金
等
の
う
ち
施

行
者
の
見
積
り
金
額
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
八
行
者
の
見
積
り
金
額
を
超
え
る
額
に
つ
い
て
は
、
法
第
八

十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
収
用
法
（
昭
和
十
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
土
地
収
用
法
（
昭
和

’
’
’
’

二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
百
三
十
吉
焉
宋
第
斗
剴
項
一
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
百
三
十
三
条
第
一
項

（
裁
決
に
基
づ
い
て
払
い
渡
さ
れ
た
補
償
金
等
の
取
扱
い

’

１
１新

’

（
裁
決
に
基
づ
い
て
払
い
渡
さ
れ
た
補
償
金
等
の
取
扱
い

旧

Ｉ

６
１
日
■
■
凸
■
■
■
Ｈ
Ｔ
ｆ
０
ｒ
４
Ｄ
ｌ
１
Ｙ
且
■
口
■
■
Ｉ
９
Ｂ
８
■
、
ｒ
■
１
４
ｐ
０
Ｄ
Ｐ
８
７
●
且
ｎ
Ｆ
ｒ
Ｕ
■
■
７
０
口
■
■
Ⅱ
■
■
■
■
■
■
■
ｆ
６
Ｄ
凸
■
■
■
Ｕ
ｄ
ｄ
Ｄ
■
〃
Ｐ
も
日
■
句
Ｉ
●
■
■
日
■
■
■
■
■
■
ワ
。 ’
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定
に
よ
る
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
が
提

出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
訴
訟
が
完
結
し
、
そ
の
訴
訟
の

結
果
を
証
明
す
る
書
面
が
提
出
さ
・
れ
る
ま
で
の
間
も
、
同

様
と
す
る
。

３
（
略
）

、
配
当
等
を
実
施
し
な
い
も
の
と
す
る
・
七
日
を
経
過
す

ウ

る
ま
で
の
間
に
、
施
行
者
が
法
第
八
十
五
条
第
三
項
に
お

一

に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
後
七
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

●
◆

い
て
準
用
．
す
る
土
地
収
用
法
第
百
三
十
三
基
へ
箪
笥
「
項

の
規

ー‘－ー－一ー車一

様
と
す
る
。

３
（
略
）

、
配
当
等
を
実
施
し
な
い
も
の
と
す
る
。
七
日
を
経
過
す

定
に
よ
る
訴
え
を
提
起
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
が
提

結
果
を
証
明
す
る
書
面
が
提
出
さ
れ
る
ま
で
の
間
も
、
同

出
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
訴
訟
が
完
結
し
、
そ
の
訴
訟
の

る
ま
で
の
間
に
、
施
行
者
が
法
第
八
十
五
条
第
三
項
に
お

に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
後
七
日
を
経
過
す
る
ま
で
の
間

い
て
準
用
す
る
土
地
収
用
法
第
百
三
十
三
皐

第
一
項

の
規

7■
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民事調停委員及び家事調停委員規則及び専門委員規則の一部を改正する規則1

（改め文）

2 同制定理由

S 同新旧対照条文

合



配布資料2

が
、
坐
、

力

民
事
調
停
委
員
及
び
家
事
調
停
委
員
規
則
及
び
専
門
委
員
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

ｰ

ｰ

の

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る

理
．
・
由

0

I

ノ

矛
」

れ

頓

ゾ

2



配布資料3

ｌ
Ｉ
Ｉ

第
一
条
関
係
Ｉ
民
事
調
停
委
員
及
び
家
事
調
停
委
員
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
五
号
）

（
欠
格
事
由
）

（
欠
格
事
由
）

第
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
民
事
第
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
民
事

調
停
委
員
又
は
家
事
調
停
委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
調
停
委
員
又
は
家
事
調
停
委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

五
医
師
と
し
て
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

一
～
四
（
略
）

一
号
）
謝
科
創
詞
第
剖
剖
倒
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消

■

『

ｇ

民
事
調
停
委
員
及
び
家
事
調
停
委
員
規
則
及
び
専
門
委
員
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

な
い
。

一
～
四
（
略
）

五
医
師
と
し
て
医
師
・
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

一
号
）
劉
Ｈ
剴
銅
鋼
コ
ヨ
制
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

～

■

3



者 さ
れ

十よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
再
免
許
を
受
け
て
い
な
い

一
一
一

年
法
律
第

、

～

又
は
歯
科
医
師
と
し
て
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二

一

一

百
二

号
一

第
七
条
第
一
項

、

の
規
定
に

l・噂

さ
れ

者 よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
・
れ
、
再
免
許
を
受
け
・
て
い
な
い

十
一
一
一

年
法
律
第

、

又
は
歯
科
医
師
と
し
て
歯
科
医
師
法
〈
昭
和
二

二
百
二
号
）

倒
例
側
剣
詞
劉
到
Ｊ
矧
倒
の
規
定
に

e

4



Ｉ
ｌ

第
二
条
関
係
Ｉ
専
門
委
員
規
則
（
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
二
十
号
）

（
欠
格
事
由
）

第
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
専
門

委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
・

一
～
四
（
略
）

五
医
師
と
し
て
‐
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

さ
れ
、
又
は
歯
科
医
師
と
し
て
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
再
免
許
を
受
け
て
い
な
い

十
一
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
‐
り
免
，
許
を
取
り
消

新

I

第
二
条
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
専
門

委
員
に
任
命
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
四
（
略
）

五
医
師
と
し
て
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

一
号
）
劉
判
剴
詞
窯
斗
劃
倒
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
取
り
消

さ
れ
、
又
は
歯
科
医
師
と
し
て
歯
科
医
師
法
（
昭
和
二

（
欠
格
事
由
）

十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
免
許
を
取
り
消
さ
れ
、
再
免
許
を
受
け
て
い
な
い

虹
・
Ｂ
Ｄ
Ｐ

旧

口
寺

5
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者

と

~

マ

、

I

、

I

”

－

｡I者，
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事務総局会議資料駒
( I月〃圓開鋤

(令和4． 1． 11民三印）

配布資料目録 ～

(改め文）民事再生規則の一部を改正する規則１
２
３
同制定理由

同新旧対照条文
1

ノ

毒



配布資料2

民
事
再
生
規
則
の
規
定
に
つ
い
て

理
｛
由

所
要
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

4

！

I

、

噂

3



配布資料3

民
事
再
生
規
則
（
平
成
十
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

（
否
認
権
の
た
め
、
の
保
全
処
分
の
申
立
て
の
方
式
・
法
詞
，
（
否
認
権
の
た
め
の
保
全
処
分
の
申
立
て
の
方
式
・
法
第

割
剴
利
荊
凹
封
剣
叫
四
）
司
剴
刊
呵
凹
型
利
剴
ゴ
》

第
六
十
五
条
の
二
法
飼
司
剴
。
荊
四
鍋
耐
到
凹
（
否
認
権
の
た
第
六
十
五
条
の
二
法
第
司
到
引
判
剛
副
詞
割
引
（
否
認
権
の
た

め
の
保
全
処
分
）
第
一
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
め
の
保
全
処
分
）
第
一
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

規
定
に
よ
る
保
全
処
分
の
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
規
定
に
よ
る
保
全
処
分
の
申
立
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
ヘ

民
事
再
生
規
則
の
一
部
を
改
正
款
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

Ｊ
１

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

I

、

4
午



一
。
二
（
略
）

２
《
（
略
）

（
否
認
権
の
た
め
の
保
全
処
分
に
係
る
手
続
の
続
行
の
方

式
等
・
法
詞
司
ヨ
制
荊
凹
斜
渕
剴
判
）
：

第
六
十
五
条
の
三
否
認
権
限
を
有
す
る
監
督
委
員
又
は
管

財
人
は
、
法
謂
司
ヨ
制
呵
四
劃
剰
剴
刺
（
保
全
処
分
に
係
る
手

続
の
続
行
と
担
保
の
取
扱
い
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法

謂
討
コ
ヨ
荊
呵
刻
羽
蜘
卿
『
（
否
認
権
の
た
め
の
保
全
処
分
）
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
処
分
に
係
る
手
続
を
続
行
す
る

と
き
は
、
そ
の
旨
を
裁
判
所
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

２
（
・
略
）

３
裁
判
所
書
記
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
相
手

い
◎

－－

8 第
六
十
五
条
の
三
否
認
権
限
を
有
す
る
監
督
委
員
又
は
管

２
（
略
）

２
（
略
）

式
等
・
法
倒
割
引
ヨ
判
制
凹
銅
例
剴
。
）

鍋
司
剴
司
荊
耐
『
銅
刷
剴
斗
（
否
認
権
の
た
め
の
保
全
処
分
）
第

財
人
は
、
法
鬮
割
引
ヨ
判
制
叫
鍋
州
劃
。
（
保
全
処
分
に
係
る
手

続
・
の
続
行
と
担
保
の
取
扱
い
）
第
一
》
項
の
．
規
定
に
よ
り
法

と
き
は
、
そ
の
旨
を
裁
判
所
・
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

一

●

一

ユ

ヘ

略
…

い
◎

一
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
処
分
．
に
係
る
手
続
を
続
行
す
る

（
否
認
権
の
た
め
の
保
全
処
分
に
係
る
手
続
の
続
行
の
方

裁
判
所
書
記
官
は
今
前
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
相
手

5
車



川
副
銅
捌
判
到
詞
ゴ
割
倒
の
規
定
に
よ
る
担
保
の
変
換
が
さ
れ
て

い
る
と
き
は
、
当
該
変
換
さ
れ
た
担
保
の
内
容
を
も
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
裁
判
所
書
・
記
官
・
は
、
第
一
項
の
．
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
・
保
全
処
分
に
つ
い
て
法
第
百
三
十
四
条
の

む
。
）
の
即
時
抗
告
に
係
る
事
件
が
係
属
し
て
い
る
と
き

は
、
当
該
届
出
が
あ
っ
た
旨
を
抗
告
裁
判
所
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
第
三
条
（
調
書
）
の
規
定
は
へ
法
詞
司
ヨ
刊
荊
凹
劉
渕
剴
刈

鍋
呵
司
割
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
保
全
法
（
平
成
元
年
法

律
第
九
十
一
号
）
第
三
十
七
条
．
（
本
案
の
訴
え
の
不
提
起

ヘ

方
に
対
す
る
通
知
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

凹
劉
制
削
倒
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含 山

法
第
百
三
十

４
裁
判
所
書
記
官
は
、
第
一
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に

５
第
三
条
（
調
書
）
の
規
定
は
へ
法
割
当
日
剴
引
判
制
凹
刎
詞
刎
斗
ヨ

剛
劉
剰
剴
。
割
ゴ
詞
矧
の
規
定
に
よ
る
担
保
の
変
換
が
さ
れ
て

方
に
対
す
る
通
知
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
法
痢
割
剴
刊
荊

ゴ
割
制
劉
倒
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
い
て
、
当
該
保
全
処
分
に
つ
い
て
法
劉
司
割
引
対
剛
剖
詞
呵

■

い
る
と
き
は
、
当
該
変
換
さ
、
れ
た
担
保
の
内
容
を
も
通
知

’
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
保
全
法
（
平
成
元
年
法

む
。
）
の
即
時
抗
告
に
係
る
事
件
が
係
属
し
て
い
る
と
き

は
へ
当
該
届
出
が
あ
っ
た
“
旨
を
抗
告
裁
判
所
に
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

律
第
九
十
一
号
）
第
三
十
七
条
（
本
案
の
訴
え
の
不
提
起

P

6



６
民
事
保
全
規
則
（
平
成
二
年
最
高
裁
判
所
・
規
則
第
三
号

）
第
四
条
（
申
立
て
の
取
下
げ
の
方
式
等
）
第
一
項
及
び

ヘ

等
に
よ
る
保
全
取
消
し
）
第
三
項
、
第
三
十
八
条
（
事
情

全
抗
告
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
抗
告
に
つ
い
て
の

０

手
続
に
お
け
る
審
尋
の
調
書
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い

の
変
更
に
よ
る
保
全
取
消
し
）
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条

（
特
別
の
事
情
に
よ
る
保
全
取
消
し
）
第
一
項
の
規
定
に

●
ヘ

よ
る
保
全
取
消
し
の
申
立
て
及
び
同
法
第
四
十
一
条
（
保

0

第
二
項
の
規
定
は
法

て
の
取
下
げ
）
に
規
定
す
る
保
全
命
令
の
申
立
て
の
取
下

●

げ
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
二
十
八
条
（
起
訴
命
令
の
申
立

て
準
用
す
る
民
事
保
全
法
第
十
判
八

／

第
百
三
十
四
条
の
五
第
四
項
に
お
い

（
保
全
命
令
の
申
立

６
民
事
保
全
規
則
（
平
成
・
二
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号

等
に
よ
る
保
全
取
消
し
）
第
三
項
、
第
三
十
八
条
（
事
情

の
変
更
に
よ
る
保
全
取
梢
し
）
第
一
項
又
は
第
三
十
九
条

全
抗
告
）
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
全
抗
告
に
つ
い
て
の

（
特
別
の
事
情
に
よ
る
保
全
取
消
し
）
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
保
全
取
消
し
の
申
立
て
及
び
同
法
第
四
十
一
条
（
保

◎

手
続
に
お
け
る
審
尋
の
調
書
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い

）
第
四
条
（
申
立
て
の
取
下
げ
の
方
式
等
）
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
・
は
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
四
項
に
お
い

げ
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
二
十
八
条
（
起
訴
命
令
の
申
立

て
準
用
す
る
民
事
保
全
法
第
十
八
条

て
の
取
下
げ
）
に
規
定
す
る
保
全
命
令
の
申
立
て
の
取
下

（
保
全
命
令
の
申
立

7
ゆ



、
６

I

第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
（
口
頭
弁
論
調
書

第
二
項
及
び
第
三
項
へ
第
九
条
（
決
定
書
の
作
成
）
、
第

て
の
方
式
）
の
規
定
は

規
定
の
準
用
）
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
保
全
取
消
し

の
申
立
て
に
つ
い
《
て
の
手
続
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
四
条

十
条
（
調
書
決
定
）
並
び
に
第
二
十
九
条
（
保
全
異
議
の

第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条
へ
第
八
条
第
二
項
及
び
第

の
記
載
の
省
略
等
）
、
第
八
条
（
審
尋
調
書
の
作
成
等
）

三
項
、
第
九
条
、
第
十
条
並
び
に
第
三
十
条
（
保
全
異
議

に
つ
い
て
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
規
定
の
準
用
）
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
保
全
抗
告

～

条
第
一
頃 同
項
に
お
い
て
準
用
す
る
民
事
掴

の
申
立
て
に
つ
い
て
、
、
同
規
則

》
や

－

立
て
に
つ
い
て
、
同
規
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
七
条
（
口
頭
弁
論
調
書
の
記
載
の
省
略
等
）
、
第
八
条

お
、
て
準
用
す
る
民
事
保
全
法
第
三
十
七
条
第
一
《
鴎

て
の
方
式
）
の
規
定
は
法
第
百
三
十
四
条
の
三
第
四
項
に

二
十
九
条
（
保
全
異
議
の
規
定
の
準
用
）
の
規
定
は
前
項

に
規
定
す
る
保
全
取
消
し
の
申
立
て
に
つ
い
て
の
手
続
に

つ
い
て
、
同
規
則
第
四
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
七
条

、
第
八
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
条
、
第
十
条
並
び

に
第
三
十
条
（
保
全
異
議
の
規
定
の
準
用
）
の
規
定
は
前

項
に
規
定
す
る
保
全
抗
告
に
つ
い
て
の
手
続
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

（
審
尋
調
書
の
作
成
等
）
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第
九
条

（
決
定
書
の
作
成
）
、
第
十
条
（
調
書
決
定
）
並
び
に
第

の
申

こ

●
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（
法
人
の
継
続
に
係
る
届
出
・
法
第
百
七
十
三
条
）

第
九
十
二
条
法
第
百
七
十
三
条
（
再
生
計
画
案
が
可
決
さ

第
九
十
三
条
法
第
百
七
十
三
条
（
再
生
計
画
案
が
可
決
さ

、
法
人
を
継
続
す
る
か
ど
う
か
が
定
ま
っ
た
．
と
き
は
、
再

生
債
務
者
等
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
裁
判
所
に
届
け

れ
た
場
合
《
の
法
人
の
綱
燭
圏
１
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
百
七
十
四
条
）

条
（
法
人
の
継
続
に
係
る
届
出
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

さ
れ
た
と
き
、
又
は
再
生
計
画
案
の
可
決
後
相
当
の
期
間

れ
た
場
合
の
法
人
の
綱
燭
幽
Ｉ
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
前

内
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
な
い
と
き
に
、
再

（
法
人
の
継
続
と
再
生
計
画
認
可
等
の
決
定
の
時
期
・
法

～

！

一一

（
法
人
の
継
続
に
係
る
届
出
．
法
第
百
七
十
三
条
）

、
◆

第
九
十
二
条
法
第
百
七
十
三
条
（
再
生
計
画
案
が
可
決
さ

第
九
十
三
条
法
第
百
七
十
三
条
（
再
生
計
画
案
が
可
決
さ

６
口

れ
た
場
合
の
法
人
の
綱
尉
幽
１
謂
剖
討
剣
に
規
定
す
る
場
合
に

お
い
て
、
法
人
を
継
続
す
る
か
ど
う
か
が
定
ま
っ
た
と
き

は
、
再
生
債
務
者
等
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
裁
判
所

第
百
七
十
四
条
）

に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
た
場
合
の
法
人
の
蝿
噛
続
剖
Ｉ
倒
珂
「
園
に
規
定
す
る
場
合
に

は
、
前
条
（
法
人
の
継
続
に
係
る
届
出
）
の
規
定
に
よ
る

届
出
が
さ
れ
た
ど
き
、
又
は
再
生
計
画
案
の
可
決
後
相
当

の
期
間
内
に
同
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
な
い
と
き

（
法
人
の
継
続
と
再
生
計
画
認
可
等
の
決
定
の
時
期
・
法

a
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（
信
用
事
業
の
譲
渡
に
関
す
る
総
会
等
の
渕
劃
調
に
代
わ
る

許
可
・
の
組
合
員
等
に
対
す
る
送
達
）

第
百
四
十
四
条
第
十
九
条
（
事
業
等
の
譲
渡
に
関
す
る
株

0

、

１

生
計
画
の
認
可
又
は
不
認
可
の
決
定
を
す
る
も
の
と
す
る

主
総
会
の
決
議
に
よ
る
承
認
に
代
わ
る
許
可
の
株
主
に
対

す
る
送
達
）
第
一
項
の
規
定
は
農
水
産
業
協
同
組
合
の
再

生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
、
（
平
成
十
二
年
法
律
第

九
十
五
号
。
以
下
「
再
生
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条

（
信
用
事
業
の
譲
渡
に
関
す
る
総
会
又
は
総
代
会
の
渕
型
調

に
代
わ
る
許
可
）
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

三
条
（
事
業
等
の
譲
渡
に
関
す
る
株
主
総
会
の
決
議
に
よ

る
承
認
に
代
わ
る
許
可
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員

－

第
百
四
十
四
条
第
十
九
条
（
事
業
等
の
譲
渡
に
関
す
る
株

に
、
再
生
計
画
の
認
可
又
．
は
不
認
可
の
決
定
を
す
る
も
の

と
す
る
。
＃

●

“
ｑ

主
総
会
の
決
議
に
よ
る
承
認
に
代
わ
る
許
可
の
株
主
に
対

許
可
の
組
合
員
等
に
対
す
る
送
達
）

す
る
送
達
）
第
一
項
の
規
定
は
農
水
産
業
協
同
組
合
の
再

生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第

九
十
五
号
。
以
下
「
再
生
特
例
法
〕
と
い
う
．
。
）
第
八
．
条

に
代
わ
る
許
可
）
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十

口
ａ

三
条
．
（
事
業
等
の
譲
渡
に
関
す
る
株
主
総
会
の
決
議
に
よ

る
承
認
に
代
わ
る
許
可
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員

（
信
用
事
業
の
譲
渡
に
関
す
る
総
会
等
の
謝
糾
『
に
代
わ
る

■

（
信
用
事
業
の
譲
渡
に
関
す
る
総
会
又
は
総
代
会
の
議
剥
『

●
色
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九
条
第
二
項
の
規
定
は
再
生
特
例
法
第
八
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法

に
よ
り
再
生
特
例
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
又
は
会
員

に
対
す
る
送
達
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

又
は
会
員
に
対
す
る
送
達
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
十

｜
§
に
よ
り
再
生
特
例
法
第
八
条
第
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

－

法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
組
合
員
又
は
会
員

九
条
第
二
項
の
規
定
は
再
生
特
例
法
第
八
条
第
二
項
・
に
お

に
対
す
る
送
達
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
方
法

又
は
会
員
に
対
す
る
送
達
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
十

｡
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評餅竈議料竿‘

(令和4． 1． 11民三印）

配布資料目録 ～

金融機関等の更生手続の特例等に関する規則の一部を改正する規則 (改め1

文）

同制定理由

同新旧対照条文

２
３

＊



配布資料2

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る

1

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

理
《
由

〆

◎

｝

こ
れ
が
、

こ

の

息

2



配布資料3

ｆ
ｂ

１
１

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
規
則
温
平
成
十
五
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
三
号
）

（
機
構
等
に
対
す
る
財
産
状
況
の
周
知
）
（
機
構
等
に
対
す
る
財
産
状
況
の
周
知
）

第
七
条
金
融
機
関
（
更
注
特
例
法
第
一
一
条
第
三
項
に
規
定
第
七
条
金
融
機
関
（
更
生
特
例
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定

す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
第
十
三
条
に
お
・
い
て
同
じ
。
）

、
斜
融
制
剛
呵
刷
訓
製
詞
旬
（
更
生
特
例
法
第
二
条
第
四
項
に
、
調
剰
劇
割
倒
（
更
生
特
例
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る

規
定
す
る
劇
当
細
詞
副
劉
馴
訓
劉
詞
筍
を
い
う
。
第
十
三
条
に
お
・
調
製
劇
司
倒
を
い
う
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
・
）
又
は

い
て
同
じ
・
）
又
は
保
険
会
社
（
更
生
特
例
法
第
二
条
第
保
険
会
社
（
更
生
特
例
法
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
保

五
項
に
規
定
す
る
保
険
会
社
を
い
う
。
第
十
三
条
に
お
い
険
会
社
を
い
う
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
．
）
の
更
生

『

『

金
融
機
関
等
の
更
生
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

画
■
屯

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

｡

3



て
同
じ
。
）
の
更
生
手
続
に
お
い
て
は
、
管
財
人
は
、
裁

判
所
に
提
出
し
た
会
社
更
生
法
第
八
十
四
条
第
一
項
．
（
更

生
特
例
法
第
五
十
五
条
文
は
第
二
百
二
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
報
告
書
の
要
旨
を
預
金
保

険
機
構
、
投
資
者
保
護
基
金
（
斜
罰
劉
倒
刷
制
訓
訓
燭
（
昭
和

二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
、
第
七
十
九
条
の
二
十
一
に

規
定
す
る
投
資
者
保
護
基
金
で
あ
っ
て
、
当
該
慰
謝
劉
馴
鯏

取
訓
勤
詞
蜀
が
加
入
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
第
十
三
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
険
契
約
者
保
護
機
構
（
保
険
業

法
第
二
百
五
十
九
条
に
規
定
す
る
保
険
契
約
者
保
護
機
構

で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
会
社
が
加
入
し
て
い
る
も
の
を
い

う
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
知
ら
せ
る
た
め
、

当
該
報
告
書
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
の
こ
れ
ら
の
者
に

社
更
生
法
第
八
十
四
条
第
一
項
（
更
生
特
例
法
第
五
十
五

条
又
は
第
二
百
二
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

護
基
金
（
訓
對
甜
列
訓
因
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五

手
続
に
お
い
て
は
、
管
財
人
は
、
裁
判
所
に
提
出
し
た
会

む
。
）
の
報
告
書
の
要
旨
を
預
金
保
険
機
構
、
投
資
者
保

金
で
あ
っ
て
、
当
該
『
覗
淵
到
創
餌
が
加
入
し
て
い
る
も
の
を

号
）
第
七
十
九
条
の
二
十
一
：
に
規
定
す
る
投
資
者
保
護
基

険
契
約
者
保
護
機
構
で
あ
っ
て
、
当
該
保
険
会
社
が
加
入

し
て
い
る
恥
〕
の
を
い
う
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
知
ら
せ
る
た
め
、
当
該
報
告
書
の
要
旨
を
記
載
し
た
書

保
護
機
構
（
保
険
業
法
第
二
百
五
十
九
条
に
規
定
す
る
保

い
う
。
第
十
三
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
険
契
約
者

面
の
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
送
付
、
会
社
更
生
規
．
則
第
二

1

9
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第
十
三
条
金
融
機
関
、
劉
訓
熟
側
飼
馴
訓
製
調
劃
又
は
保
険
会

。
、

対
す
る
送
付
、
会
社
更
生
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
（
第

一
条
又
は
第
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
・
）

に
規
定
す
る
関
係
人
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所
の
こ
れ
ら

の
者
に
対
す
る
通
知
そ
の
他
の
適
当
な
措
置
を
執
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

社
の
破
産
手
続
に
お
い
て
は
、
破
産
管
財
人
は
、
裁
判
所

に
提
出
し
た
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）

第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
報
告
書
の
要
旨
を
預
金
保
険
機

構
、
投
資
者
保
護
基
金
又
は
保
険
契
約
者
保
護
機
構
に
知

ら
せ
る
た
め
、
当
該
報
告
書
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
の

こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
送
付
そ
の
他
の
適
当
な
措
置
を
執

（
機
構
等
に
対
す
る
財
産
状
況
の
周
知
）

第
十
三
条
金
融
機
関
、
調
割
創
罰
餌
又
は
保
険
会
社
の
破
産

手
続
に
お
い
て
は
、
破
産
管
財
人
は
、
裁
判
所
に
提
出
し

た
破
産
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
百
五
十

な
措
置
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

及
び
場
所
の
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
通
知
そ
の
他
の
適
当

Ｊ

十
五
条
第
一
項
（
第
・
一
条
又
は
第
四
条
に
お
い
て
・
準
用
す

る
場
合
を
含
む
・
）
に
規
定
す
る
関
係
人
説
明
会
の
日
時

七
条
第
一
項
の
報
告
書
の
要
旨
を
預
金
保
険
機
構
、
投
資

者
保
護
基
金
又
は
保
険
契
約
者
保
護
．
機
構
に
知
ら
せ
る
た

め
、
当
該
報
告
書
の
要
旨
を
記
載
し
た
書
面
の
こ
れ
ら
の

者
に
対
す
る
送
付
そ
の
他
の
適
当
な
措
置
を
執
ら
な
け
れ

（
機
構
・
等
に
対
す
る
財
産
状
況
の
．
周
知
）
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評善龍議籾竿‘

(令和4． 1． 11民三印）

配布資料目録
～

会社非訟事件等手続規貝Iの一部を改正する規則（改め文）１
２
３
同制定理由

同新旧対照条文
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り



配布資料2

で
あ
る
。

●
ｑ

会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
れ
が
、
こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由

■

~

理
、
由

b

k

2
｡



配布資料3

１
１

会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
（
平
成
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
一
号
）

（
申
立
書
の
記
載
事
項
）

（
申
立
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条
会
社
非
訟
事
件
手
続
・
に
関
す
る
申
立
書
に
は
、
申
第
二
条
会
社
非
訟
事
件
手
続
に
関
す
る
申
立
書
に
は
、
申

立
て
の
趣
旨
及
び
原
因
並
び
に
申
立
て
を
理
由
づ
け
る
事
立
て
の
趣
旨
及
び
原
因
並
び
に
申
立
て
を
理
由
づ
け
る
事

・
実
を
記
載
す
る
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
申

実
を
記
載
す
る
ほ
か
、
吹
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
申

立
人
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

立
人
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
い
ｂ

一
（
略
）
一
、
（
略
）

立
て
の
趣
旨
及
び
原
因
並
び
に
申
立
て
を
理
由
づ
け
る
事

実
を
記
載
す
る
ほ
か
、
吹
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
申

立
人
又
は
代
理
人
が
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
・
な
い
ｂ

一
、
（
略
）

二
申
立
て
に
係
る
会
社
（
法

、

会
社
非
訟
事
件
等
手
続
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
・
文

■
■
■
■
』
■
且
■
‐
１
日
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
Ｊ
Ｐ
ｉ
Ｐ
ｄ
■
。
・
・
守
口
１
■
Ｒ
■
■
■
■
。
■
■
９
０
８
６
■
■
●
日
日
■
■
■
■
■
■
■
ａ
■
■
Ｂ
■
■
■
日
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
五
勺
●
Ｒ
■
■
■
Ｕ
Ｇ
Ｅ
９
ｎ
〃
Ｆ
Ｅ
Ｄ
■
砂
■
■
■
８
９
６
■
日
日
■
Ｄ
Ｂ
■
＆
Ｕ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
■
■
■
一
■
■
ｑ
ご
■
■
■
■
■
■
Ｉ
Ｂ
ｐ
Ｐ
Ｄ
且

新

第
八
二
六
十
八
条
第
四
目

二
申
立
て
に
係
る
会
社
（
法
謂
川
割
引
対
判
川
劉
謝
詞
割
剰

I

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
９
Ｉ
８
６
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｈ
０
０
Ｈ
甘
口
ｆ
■
Ｂ
ｌ
－
３
１
１
ｆ
凸
日
Ｉ
１
１
８
Ｉ
ｌ
ｌ
９
１
０
ｌ
ｌ
■
，

30



、
社
債
を
発
行
し
た
会
社
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
雲
）
の
商
号
及
び
本
店
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の

氏
名

２
～
４
（
略
）

（
信
託
法
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
へ
の
準
用
）

第
四
十
四
条
第
一
章
及
び
第
二
章
の
規
定
は
‐
そ
の
性
質

に
反
し
な
い
限
り
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八

号
）
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
項
第
二
号
中
［

会
社
（
法

申
立
て
に
係
る
事
件
に
あ
っ
て
は
、
社
債
を
発
行
し
た
会

社
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
及
び
本
店

－
０

に
規
定
す
る
裁
判
の
申
立
て
に
係
る
事
件
に
あ
っ
て
は

に
規
定
す
る
裁
判
の

、

第
四
十
四
条
第
一
章
及
び
第
二
章
の
規
定
は
、
そ
の
性
質

２
～
４
（
略
）

号
）
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
に
つ
い
て
準
用
す

、

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
第
一
．
項
第
二
号
中
「

に
反
し
な
い
限
り
、
信
託
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
八

会
社
（
法
第
八
百
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
裁
判
の

申
立
て
に
係
る
事
件
に
あ
っ
て
は
、
社
債
を
発
行
し
た
会

社
Ｃ
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
商
号
及
び
本
店

（
信
託
法
の
規
定
に
よ
る
非
訟
事
件
の
手
続
へ
の
準
用
）

、
社
債
を
発
行
し
た
会
社
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同

じ
・
）
の
商
号
及
び
本
店
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の

氏
名

に
規
定
す
る
裁
判
の
申
立
て
に
係
る
事
件
に
あ
っ
て
は

4



の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
限
定

責
任
信
託
の
名
称
及
び
事
務
処
理
地
・
並
び
に
受
託
者
の
氏

名
又
は
名
称
』
と
、
第
三
条
第
一
項
中
『
申
立
書
」
と
あ

る
の
は
『
申
立
書
（
限
定
責
任
信
託
に
係
る
も
の
・
に
限
る

。
）
」
と
、
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
申
立

て
に
係
る
限
定
責
任
信
託
の
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明

書
」
と
、
同
条
第
二
項
中
『
前
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

「
前
項
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項

に
規
定
す
る
」
：
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
～
５
（
略
）

２
～
５
（
略
）

責
任
信
託
の
名
称
及
び
事
務
処
理
地
並
び
に
受
託
者
の
氏

名
又
ば
名
称
」
と
、
第
三
条
第
一
項
中
［
申
立
書
」
と
あ

。
）
」
と
、
「
次
に
掲
げ
る
書
類
」
と
あ
る
の
は
「
申
立

る
の
は
「
申
立
書
（
限
定
責
任
信
託
に
係
る
も
の
に
限
る

て
に
係
る
限
定
責
任
信
託
の
．
登
記
に
係
る
登
記
事
項
証
明

書
』
と
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は

’
９
の
所
在
地
並
び
に
代
表
者
の
氏
名
」
と
あ
る
の
は
「
限
定

に
規
定
す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「
前
項
」
と
、
「
同
号
に
掲
げ
る
」
と
あ
る
の
は
「
同
項

一
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建築関係訴訟委員会規則の一部を改正する規則１
２
３
同制定理由

同新旧対照条文

旬



配布資料2

る
必
．
要
が
あ
る
。

専
門
委
員
の
候
補
者
の
選
定
を
す
る
事
務
を
建
築
関
係
訴
訟
委
員
会
の
所
掌
事
務
と
す
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め

理
由こ

れ
が
、

こ

の

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

2
▽



配布資料 3

建
築
関
係
訴
訟
委
員
会
規
則
（
平
成
十
三
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
六
号
）

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
〉

第
二
条
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
・

第
二
条
委
員
会
は
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四
（
略
）

一
～
四
（
同
上
）

五
最
高
裁
判
所
の
求
め
に
応
じ
て
、
建
築
紛
争
事
件
に

委
員
の
候
補
者
の
選
定
を
す
る
こ
．
と
。

見
を
述
べ
る
た
め
に
必
要
な
知
識
経
験
を
有
す
る
専
門

お
い
て
専
門
的
な
知
見
に
基
づ
く
説
明
を
し
、
又
は
意

建
築
関
係
訴
訟
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

新

〆

（
新
設
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

一

3
、



（
分
科
会
）

第
七
条
（
略
）

２
《
分
科
会
は
、
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
二
条
第

３
～
７
（
略
）

三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
条
（
同
上
）』

２
分
科
会
は
、
委
員
会
の
所
掌
事
務
の
う
ち
、
第
二
条
第

３
～
７
（
同
上
） 口
三
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
分
科
会
）

◆

二

4
釘



評聲龍講料亭’

(令和4． 1． 11刑二印）

国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則の一部を改
●

正する規則について

（配布資料目録）

1 国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則の一部を改正する規貝U案

2 国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規貝Iの一部を改正する規則制定理

由
１

一部を部を改正する規則新旧対3 国際刑事裁判所に対する協力の手続に関する規則の

照条文

『

▽



(配布資料）

こ
の
規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
．
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

Ｐ
け

～

理
由

こ
れ
が
、

ー

汀

2



国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）

第
十
三
条
こ
の
章
に
特
別
の
定
（
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、

ｌ
ｉ
ｌ
Ｉ

（
配
布
資
料
）

用
…

執
行
協
力
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反

し
な
い
限
り
、
犯
罪
収
益
に
係
る
保
全
手
続
等
に
関
す
る

や

規
則
（
平
成
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
第
三
章

（
犯
罪
収
益
に
係
。
る
保
全
手
続
等
に
関
す
る
規
則
等
の
準

（
第
三
条
へ
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
・
条
・
文

１
１
。
ト
ー

～

一一－一
一

（
犯
罪
収
益
に
係
る
保
全
手
続
等
に
関
す
る
規
則
等
の
準

用
）

第
十
三
条
こ
の
章
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
の
ほ
か
、

執
行
協
力
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
質
に
反

し
な
い
限
り
、
犯
罪
収
益
に
係
る
保
全
手
続
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
十
一
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
号
）
第
三
章

（
第
三
条
、
第
六
条
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、
第

●
！

日
＆
５
■
ｑ
多
匡
・
肺
ｑ
司
買
；
ず
〃
画
，
召
令
５
３
１
石
も
６
３
ｐ
靴
Ｉ
２
０
Ｉ
０
３
７
ｒ
ｇ
Ｉ
Ｅ
Ｉ
ｌ
１
Ｂ
８
■
Ｂ
１
Ｂ
ｐ
Ｉ
５
Ｉ
Ｉ
Ｆ
Ｉ
１
８
厘
■
！
ｑ
以
乎
。
ア
グ
タ
ｏ
ｆ
淵
ｆ
嘔
咽
回
奄
⑭
？
Ｉ
グ
ｉ
０
●
８
冒
団
〃
ｐ
，
■
！
Ｂ
、
ｉ
■
Ｉ
Ｄ
Ｉ
Ｉ
ｑ
８
１
■
■
■
１
日
Ｉ
？
も
抄
‐
守
り
γ
ク
ヰ
・
少
Ｐ
Ｄ

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧廿

凸

■

■

■

牙

咽

咀

＆

Ｇ

勺

？

￥

、

４

勺

ｇ

▼

巳

ｅ

毛

″

、

甲

呂

砂

３

５

？

Ｅ

ｆ

５

１

ａ

０

■

０

口

Ｉ

Ｂ

Ｐ

、

卓

も

尽

日

Ｕ

ｕ

Ｔ

８

Ⅱ

ｌ

Ⅱ

Ⅱ

凸

■

■

５

６

日

目

９

．

■

■

ｑ

■

■

ｑ

■

■

３

２

■

■

■

ｐ

Ｌ

Ｆ

ｂ

１

ｊ

⑤

Ｒ

ａ

▽

・

少

・

ｏ

４

ｑ

少

屋

打

仔

①

刃

■

Ｐ

ｒ

Ｂ

■

Ｄ

ｒ

ｆ

ｇ

Ｐ

Ｆ

ｌ

ｌ

Ｉ

８

Ｔ

■

Ｂ

■

ｒ

○

Ｏ

８

Ｄ

Ｄ

ｒ

■

〃

3



（
配
布
資
料
）

、

、

十
二
条
、
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
三
条
を
除
く
。
）

章
及
び
第
四
章
、
第
七
編
並
び

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
犯
罪
収
益
に
係

刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に

十
三
章
ま
で
、

ぴ
に
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
に
よ
る
審
査
等
の
手
続
に
関
す

る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判

り

所
規
則
第
八
号
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
一
一
条

第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す

る
保
全
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
一
項
中
「
前
条

る
規
則
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規

る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）
並

刑
事
訴
訟
規
則
（
第
一
編
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第

第
二
編
第
一
章
、
第
三
編
第
一
章
、
第
三

に
第
八
編
に
限
る
。
）
、関

す

一一一一M一・帝ﾛサヘーロー一－二一凸一早寺一一一 ーU 一－一一一－一一

十
二
条
、
第
二
十
一
条
並
び
に
第
二
十
三
条
を
除
く
。
）

、
刑
事
訴
訟
規
則
（
第
一
編
第
二
章
及
び
第
五
章
か
ら
第

十
三
章
ま
で
、
第
二
編
第
一
章
、
第
三
編
第
二
早
、
第
三

章
及
び
第
四
章
、
第
七
編
並
び
に
第
八
編
に
限
る
。
）
、

刑
事
事
件
に
お
け
る
第
三
者
所
有
物
の
没
収
手
続
に
関
す

る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
八
号
）
並

び
に
逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
に
よ
る
審
査
等
の
手
続
に
関
す

る
規
則
第
十
九
条
、
第
二
十
一
条
及
び
第
二
十
二
条
の
規

定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
犯
罪
収
益
に
係

る
保
全
手
続
等
に
関
す
る
規
則
第
四
条
第
一
項
中
「
前
条

第
一
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す

る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
九
年
最
高
裁
判

所
規
則
第
八
号
）
第
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
十
二
条

0

4



（
配
布
資
料
）

」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
一
号
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び

同
条
第
二
項
中
「
法
第
一
『
一
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
」

と
、
同
規
則
第
五
条
中
「
津
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事

裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第

三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の

処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
同

規
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
被

疑
者
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
規
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第

十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
被
告
人
又
は
被
疑
者
」
と
あ

る
の
は
「
請
求
犯
罪
に
係
る
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る

一

第
一
項
各
号
」
と
へ
「
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号

－－－－－

一ー－

第
一
項
各
号
．
」
》
と
、
「
同
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
六
号

」
と
あ
る
の
は
「
同
項
第
一
号
」
と
、
同
項
第
三
号
及
び

同
条
第
二
項
中
『
法
第
二
十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
九
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
四
十
四
条
第
二
項
」

と
、
同
規
則
第
五
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事

裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第

三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の

処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
同

一
規
則
第
七
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
第
二
号
中
「
被

一
疑
者
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
規
則
第
十
条
第
一
項
及
び
第

十
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
被
告
人
又
は
被
疑
者
」
と
あ

る
の
は
「
請
求
犯
罪
に
係
る
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る

凸

5



（
配
布
資
料
）

『

協
力
等
に
関
す
る
法
律
第

第 な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯

梨
副
詞
川
副
到
中
「
法
第
一
一
十
一
二
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は

や
◆

裁
判
所
に
関
す
る
ロ
－

刑
又
は
被
害
回
復
命
令
の
裁
判
を
受
け
る
べ
き
者
」
と
、

法
律
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の

第
十

十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
．
用
す
る
組
織
的

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
四

同
規
則
第
八
条
中

る
の
は

る
審
理
が
行
わ
れ
る
前
」
と
、

一
ハ

十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
規
則
第
十
条
第

一

条
の
二

弓

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る

第
十
項
中

→

起
訴罪 ~マ

一

glj
L－－

収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

規
程
第

一
一

弓

条
第
十
号
に
規
定
す
る
没
収

法
第 と

あ
る
の
は

同
条
及
び
同
規
則
調
４
１
可

｛
ハ

一
。
一
一

十
一
条
１
に
規
定
す

十
条
第
四
項

弓

国
際
刑
事

一

項
及
び

L一一

と
あ

司

－一 － 一一一一 ー

協
力
等
に
関
す
る
法
律
第

第
六
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
規
則
第
十
条
第
・
一
項
及
び

第
十
一
条
の
二
第
十
項
中
「
法
第
三
十
条
第
四
項
」
と
あ

る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る

法
律
第
四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の

な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

条
訓
調
ゴ
ヨ
倒
中

裁
判
所
に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
第
六
十
一
条
１
に
規
定
す

刑
又
は
被
害
回
復
命
令
の
裁
判
を
受
け
る
べ
き
者
」
と
、

６

十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
組
織
的

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
四

同
規
則
第
八
条
心
中

る
審
理
が
行
わ
れ
る
前
」
と
、
同
条
及
び
同
規
則

言

法
第 言

起
訴

一
一

十
一
別
」

一
一
一

一
一

条
第
四
項

条
第
十
号
に
規
定
す
る
没
収

と
あ
る
の
は

ｰ

と
あ
る
の
は

三

国
際
刑
事

０
●
心
土
Ｔ
ｌ
■
△
■
■
ｊ
■
■
一
劃
■
■
■
ａ
■
ｐ
Ｌ
０
ゐ
ぜ
Ｂ
ｒ
且
■
７
０
４
０
日
■
マ
■
■
■
■
Ｐ
５
■
ｒ
Ｒ

第
十
一

一一可

6



（
配
布
資
料
）

第
四
項
」
と
、
同
規
則
詞
。
Ⅱ
引
剰
羽
詞
判
剖
倒
及
び
第
十
一
条

ヘ

処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条

条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪

項
」
と
、
同
規
則

び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
一

収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
同
規
則
調
判
１
『
封
詞

第
十
二
項
及
び
第
十
一
条
の
二
第
十
一
項
中
「
第
三
条
第

刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七

項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
並
び
に
第
十
七
条
第

四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及

の
二
第
十
項
中
「
法
第
三
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
中
「
法
』
と
あ
る
の
は
「
国
際

「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第

第
十
一
条
轄
羽
制
斗
劃
到
、
第
十
三
条
第
一

ﾏ ﾏI 司 - ﾏ ﾆ ｰ ｰｰ ｰ 丘 －今一､－一

項
第
二
号
及
び
第
二
項
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑

事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条

益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
同
規
則
第
十
一
条
第

‐
０
’
，
ゥ
３
１
１
０
■
■
１
１
１

、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
十
五
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一

第
四
項
」
と
、
同
規
則
調
型
１
「
梨
封
剰
当
貝
及
び
第
十
一
条

処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
条

項
」
と
、
同
規
則
謂
判
１
「
剣
詞
荊
判
剖
倒
、
第
十
三
条
第
一
項

四
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及

び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
第
一

十
一
項
及
び
第
十
一
条
の
二
第
十
一
項
中
「
第
三
条
第
一

に
お
い
て
準
用
す
る
組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収

の
二
第
十
項
中
「
法
第
三
十
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
等
に
関
す
る
法
律
第

●

7
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（
配
布
資
料
）

事
裁
判
所
に
対
す
る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
規
則
第
十

条
第
一
項
」
と
、
同
規
則
第
二
十
二
条
中

第
九
条
ま
で

す
る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
規
則
第
十
三
条
に
お
い
て
準

及
び
第
十

用
す
る
第
五
条

ｰ一
一
一と

す
る
。

る
の
は

、

一
項
又
は
第
二
士
六
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は

と十
、

一二

条
第
「
「

「
、 一

。
。
一

条追
徴
保
全
解
放
金

一

へ三

第
七
条
第

ロ、

追
徴
保
全
解
放
金

項

第
七
条
第

と
あ
る
の
は

ｰ

と
あ
る
の
は

一
一

項
及
び
第

一

項
L一一

ー可

、

国
際
刑
事
裁
判
所
に
対

ー

と弓

第
八
条
及
び
第
九
条

第
四
十
七
条

、

と
読
み
替
え
る
も
の

一
一
一第

十 項
を
除
く

弓

第
五
条
か
ら

一
一

条
中

弓

国
際
刑

1－－

Ｏ
・
）

と
あ
弓

第 =

一

－－一
一

裁
判
所
に
対
す
る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
規
則
第
十

第
一
項
」
と
、
同
規
則
第
二
十
二
条
中
「
第
五
条
か
ら
第

九
条
ま
で
（
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
除
く
。
）
及

び
第
十
二
条
」
と
あ
る
の
は
「
国
際
刑
事
裁
判
所
に
対
す

項
又
は
第

す
る
第
五
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
及
び
第
九
条
」

と
、
「
「
追
徴
保
全
解
放
金
」
と
、
第
十
二
条
中
「
第
三

十
二
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
七
条
」
と
あ
る

の
は
『
、
「
追
徴
保
全
解
放
金
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

る
協
力
の
手
続
に
関
す
る
規
則
第
十
三
条
に
お
い
て
準
用

一
一

十
一
ハ

条
第
一

項
Q

と
あ
る
の
は
弓

国
際
刑
事

一
一

条
曲

8



事務総局会議資料亭9
（ ｜月( 1日開催）

(令和4． 1． 1 1刑二印）

逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則の一部を

改正する規則について

(配布資料目録）

1 逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則の一部を改正する規則案

2逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則の一部を改正する規則制定

理由

3逃亡犯罪人引渡法による審査等の手続に関する規則の一部を改正する規則新旧

対照条文

ロ



(配布資料）

、

『

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
に
よ
る
審
査
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
の
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
整
理
を
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が

こ

の

規
則
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

～

理
由

巳

2



ｊ
ｇ
９
１
０
４
ｑ
０
９
ｊ
Ⅱ
０
０
■
９
４
凸
１
９
“
ｑ
‐
０
。
‐
。
ｒ
、
ｉ
■
可
０
Ｇ
回
■
８
凸
：
‐
↓
今
４
６
口
１
４
８
Ⅱ
Ｔ
ｃ
が
Ｉ
ｉ
８
Ｕ
●
Ｊ
・
？
Ｏ
９
４
Ｑ
８
Ｉ
ｒ
ｑ
ｆ
■
■
■
■
■
５
日
■
Ｂ
Ｔ
少
ｒ
ｒ
“
？
‐
１
：
■
■
Ｔ
ｏ
ｏ
・
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
Ｂ
■
■
Ｄ
Ｂ
Ｆ
、
１
◆
ｒ
ｆ
凸
１
Ｆ
。
■
ｐ
ｆ
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ｄ

逃
亡
犯
罪
人
引
渡
法
に
よ
る
審
査
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
最
高
裁
判
所
規
則
第
十
一
号
）

｜
（
拘
禁
許
可
状
請
求
の
方
式
・
法
第
五
条
）

（
拘
禁
許
可
状
請
求
の
方
式
・
法
第
五
条
）

一
第
五
条
（
同
上
）

第
五
条
（
略
）

２
前
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
２
前
項
の
書
面
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
（
略
）
一
（
同
上
）

二
引
渡
犯
罪
名
及
び
引
渡
犯
罪
に
係
る
行
為
二
引
渡
犯
罪
名
及
び
引
渡
犯
罪
に
か
か
る
行
為

三
引
渡
犯
罪
に
係
・
る
行
為
に
、
適
用
す
？
へ
き
請
求
国
の
罰
三
引
渡
犯
罪
に
か
か
る
行
為
に
適
用
す
べ
き
請
求
国
の

（
配
布
資
料
）逃

亡
犯
罪
人
引
渡
法
に
よ
る
審
査
等
の
手
続
に
関
す
る
規
則
新
旧
対
照
条
文

～

「
ｉ
Ｉ
１
１
Ｉ
１
ｉ
Ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
！

I

Ｐ
ｂ
自
Ｂ
や
■
夢
■
写
Ｂ
Ｐ
３
Ｆ
８
ｂ
Ｐ
Ｌ
８
こ
■
■
■
■
ｐ
砂
唯
呂
り
り
且
Ｂ
■
■
ｇ
▼
■
■
■
■
ｐ
Ｒ
６
Ｄ
Ｊ
６
Ｂ
Ｂ
■
巳
毎
ｂ
Ｉ
Ｅ
ざ
４
１
４
具
Ｐ
少
吊
も
幻
Ｊ
Ｇ
２
ｑ
：
Ｆ
‐
１
Ｂ
Ｊ
ｌ
Ｊ
９
ｑ
Ｈ
０
８
■
ｑ
Ｌ
ｐ
ｑ
８
■
ｇ
Ｂ
Ｂ
ｖ
ｄ
Ｑ
■
Ｉ
０
ｅ
Ｈ
１
０
６
Ｄ
９
ｊ
５
Ⅱ
４
６
１
０
り
。
４
。
◆
Ｊ
ｏ
０
■
６
６
■
■
Ⅱ
９

凸
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｐ
？
’
二
■
■
■
９
０
Ⅱ
ｒ
Ｆ
Ｆ
Ｂ
Ｂ
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ｂ
■
Ｂ
８
８
Ⅱ
Ｉ
Ｄ
Ⅱ
１
０
Ⅱ
０
５
■
Ⅱ
０
匹
０
２
Ｄ
Ｉ
Ｉ
も
▽
■
●
Ｐ
Ｉ
Ｄ
‐
’
０
Ｆ
ｉ
，
ト
ー
・
■
■
■
■
ｂ
■
■
，
・
１
分
１
４
４
■
ｒ
Ｂ
Ｂ
Ｂ
ｆ
８
矛
■
且
■
■
９
口
４
０
日
■
■
日
日
■
。
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ｂ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

尋

3



３
．
４

（
配
布
資
料
）

四五一
ハ七

；
九

｝

条
及
び
日
本
国
の
相
当
罰
条

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
条
約
に
お
い
て
引
渡
犯

が
で
き
る
犯
罪
と
し
て
掲
げ
る
条
項

’

し

罪
に
係
る
行
為
を
犯
罪
人
の
引
渡
し
を
請
求
す
る
こ
と

討
泗
が
な
さ
れ
て
い
る
旨

９

れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
法
第
三
条
第
二
号
の

‐
４
０
■
■
■
■
Ｐ
ｐ
凸
■
■
■
且
同
型
■
日
■
■
回
■
■
巳
凸
ｇ
早
廿
？
偽
■
良
■
■
■
■
■
Ｄ
ｇ
Ｕ
１
ｒ
寸
凸
８
且
ｖ
ｆ
Ｉ
Ｏ
ｒ
０
Ｉ
Ｕ
■
９
，
■
Ｐ
０
５
’
８

一
円
に
ｊ
ｒ
“
４
△
‐
し
４
８
ｂ
守
り
！
■
Ⅱ
！
Ｅ
■
■
■
■
■
■
Ｉ
ｑ
ａ
■
■
■
■
■
■
■
■
了

引
渡
し
の
請
求
瀞
引
渡
条
約
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た

１
１
１

引
渡
し
の
請
求
が
引
渡
条
約
に
基
づ
か
な
い
で
行
わ

請
求
国
の
名
称
及
び
引
渡
し
の
請
求
の
年
月
日

へ

略 へ

略
…

ー

鯛

－
一

－－－－

一
津
季
椛
奉
峠
鍔
霊
に
は
、
法
第
三
条
第
二
号
の
保
障
が

一
六
請
・
求
国
の
名
称
及
び
引
渡
の
請
求
の
年
月
日

一
七
～
九
（
、
同
上
）

一
３
．
４
（
同
上
）

罰
条
及
び
日
本
国
の
相
当
罰
条

四
引
渡
の
請
求
が
引
渡
条
約
に
基
い
て
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
条
約
に
お
い
て
引
渡
犯
罪
に

か
か
る
行
為
を
犯
罪
人
の
引
渡
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
犯
罪
と
し
て
掲
げ
る
条
項

五

口

。
・
７
凸
■
■
８
０
口
■
■
■
６
■
Ｂ
■
■
■
■
Ｆ
■
Ｉ
も
８
口
０
口
冠
Ｏ
ｇ
０
Ｂ
Ｈ
Ｔ
Ｃ
ｒ
Ｄ
●
Ⅱ
■
。
『
ム
ワ
凸
画
一
■
画
Ｅ
■
■
夛
‐
Ｉ
ｑ
Ｄ
０
Ｉ
ｄ
Ｇ
ｇ
ａ
Ｕ
ｆ
■
■
１
１
全
日
■
Ｅ
ｑ
５
８
９
０

引
渡
の
請
求
が
引
渡
条
約
に
基
か
な
い
で
行
わ
れ
た
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事務総局会議 (第2回）議事録

1 日時｜
, 串一.一, - J 、

～午後3時10分令和4年1月25日 （火）午後 2時30分

｜

場所l総局会議室
i__..-------－－－－－－－－.…

出席｜中村事務総長、小野寺総務局長、

者 ｜事局長兼行政局長､吉崎刑事局長
中村事務総長、小野寺総務局長、徳岡人事局長、氏本経理局長、門田民

事局長兼行政局長、吉崎刑事局長、浅川家庭局企画官、大須賀秘書課長

兼広報課長、杜下情報政策課長、染谷審議官、後藤審議官、遠藤裁判所

職員総合研修所長、石井総務局第一課長

1 裁判所職員総合研修所規程の一部を改正する規程の制定について

小野寺総務局長及び遠藤裁判所職員総合研修所長説明（資料第1）

2 高等裁判所事務局長事務打合せの開催について

小野寺総務局長説明（資料第2）

3 高等裁判所長官事務打合せの開催について

小野寺総務局長説明（資料第3）

4令和4年度調停委員協議会の開催について

門田民事局長及び浅川家庭局企画官説明（資料第4）

5 労働審判員研修会の開催について

門田行政局長説明（資料第5）

6 労働審判員研究会の開催について

門田行政局長説明（資料第6）

－｜

事

－－｜
’議

r

l I
i

l
｜

｜

’ I

I

’
1

’
1

’
Ｄ

Ｌ

７

ｌ
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１

Ｉ

Ｉ
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ｉ

ｆ

ｌ
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『

Ｅ

■

l
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i
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◎裁判官会議付議 1

。了承 2， 3， 4， 5， 6
’結果

l

l
r 二、－一子二

秘書課長 大須賀 寛

１
．
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事務総局会議資料隼’
( I 月1ざ日開偶）

(令和4． 1． 2 5総一印）

裁判所職員総合研修所規程の一部を改正する規程の制定について
～

(配布資料目録）

裁判所職員総合研修所規程の一部を改正する規程

理由

１
２
３ 裁判所職員総合研修所規程の一部を改正する規程新旧対照条文

吟



第
二
条
の
二
裁
判
所
職
邑
貝
総
合
研
修
所
長
は
、
毎
年
一
二
月
二
一
十
一
日
ま
で
に
、
翌
年
度
の
研
修
計
画
の
大
綱
を
定
め
、
こ
れ

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

研
修
に
つ
い
て
は
、
」
に
改
め
、
「
研
修
の
実
施
に
関
す
る
」
を
削
り
、
「
最
高
裁
判
所
が
」
の
下
に
「
こ
れ
を
」
を
加
え
、

２
前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
、
研
修
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

Ｆ 最
高
裁
判
所
規
程
第

第
三
章
中
第
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

を
最
高
裁
判
所
長
官
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
二
条
の
見
出
し
を
『
（
研
修
に
関
す
る
事
項
の
決
定
）
』
に
改
め
、
同
条
中
「
各
年
度
に
お
け
る
」
を
『
前
条
第
一
項
の

．

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
規
程
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

。

（
研
修
計
画
の
大
綱
の
申
出
）

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

～

号

（
令
和
四
・
一

－

総
一
印
）

I



第
十第

十
所
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

へ

養
成
に
関
す
る
事
項
の
決
定

一
一

条
の
二

附
則

一
一
一

６

条
中
「
に
お
け
る
研
修
及
び
養
成
」
を
削
り
、

第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
、
養
成
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修

…

「
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
長
が
」
の
下
に
「
こ
れ
を
」
を
加
え
る
。

一
一

｡

2



修
所
規
程
に
つ
い
て
所
要
の
整
備
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

裁
判
所
職
員 理
由

総
合
研
修
所
に
お
け
る
研
修
及
び
養
成
の
事
務
の
適
正
か
つ
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
職
員
総
合

こ
れ
が
、

I

こ
の
規
程
を
制
定
す
る
理
由
で
あ
る
。

、

研

3

恩



21 裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
規
程
（
平
成
十
六
年
最
高
裁
判
所
規
程
第
二
号
）

第
二
条
前
条
第
一
項
の
研
修
に
つ
い
て
は
、
‐
研
修
の
期
間
一
第
二
条
各
年
度
に
お
け
る
研
修
の
期
間
、
場
所
、
研
修
に

i

’

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ

。’
！
Ｉ 、

場
所
、
研
修
に
参
加
す
る
者
そ
の
他
の
重
要
な
事
項
は

１
１

、
最
高
裁
判
所
が
こ
れ
を
定
め
る
。

事
項
は
、

（
研
修
に
関
す
る
事
項
の
決
定
）

’

前
項
に
定
め
る
も
の
を
除
い
て
、
研
修
に
関
し
必
要
な
一
（
新
設
）

１

ヘ

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
新
旧
対
照
条
文

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
長
が
こ
れ
を
定
め
る

新

１

I

参
加
す
る
者
そ
の
他
の
研
修
の
実
施
に
関
す
る
重
要
な
事

項
は
、
最
高
裁
判
所
が
定
め
る
。

（
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項
の
決
定
）

I

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

旧

‐1‐
や
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第
二
条
の
二

第
十
二
条

Ｉ
Ｉ

除
い
て
い
て
、

の

第
十

ト

川（研修研修｜
い
0 ’

、

三
十
一
日
ま
で
に
、
翌
年
度
の
研
修
計
画
の
大
綱
を
定
め

合
研
修
所
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

ｐ
，
ｂ
Ｕ
ｆ
■
■
■
０
６
０
日
且
Ｂ
Ｂ
Ｂ
■
Ｂ
Ｂ
Ｏ
凸
■
■
■
■
■
ｇ
８
ｂ
８
８
Ｅ
Ｂ
ｐ
か
り
Ｆ
Ｂ
ｐ
心
Ｐ
ｇ
Ｂ
Ｐ
Ｋ
■
Ｂ
ｂ
ｕ
Ｕ

合
研
修
所
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

員 へへ

計
画
の
大
綱
の
申
出
）

養
成
に
関
す
る
事
項

裁
判
所
職

〉
）総

合
研
修
所
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
裁
判
所
職
員
総

三

養
成
に
関
し

れ
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

条

１
１

一

一一こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
判
所
職

裁
判
所
職
員
総

員

第
四
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
を

総
合

研
修
所
長

必！ の
決
定

要
な
事
項
は

合
研
修

’ …

へ
の
委
任

I

Ｉ所長１
釧
調
判
罰
職
員
網

は
、
毎
年
三
月

…

’

（
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
長
へ
の
委
任
）

第
十
三
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
判
所
職

へへ

新
設

新事
項
は
、
裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所
長
が
定
め
る
。

員
総
合
研
修
所
に
お
け
る
研
修
及
び
養
成
に
関
し
必
要
な

設
一 ー

･2．印
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事務総局会議資料募聖
（ ノ月ユ5日開催）

高等裁判所事務局長事務打合せ開催要領（案）

最高裁判所

令和4年3月3日 （木）

テレビ会議システムまたは他の接続機器を用いて，最高裁判j

高等裁判所（支部を除く。）を接続する方法により開催する。

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所事務局長8人

最高裁判所

主催

期日

開催方法

１
２
３ と各

4 協議事項

5 出席者

6 日程

~ ‐ 1

－－1

1

」

「

15 16： 15～

－－一一一一一
■－－

匂



事辮蕊謡料隼ヨ

高等裁判所長官事務打合せ開催要領（案）

～

1 主催 最高裁判所

2 期日 令和4年3月10B (木）

開催方法テレビ会議システムまたは他の接続機器を用いて，最高裁判所と各3

高等裁判所（支部を除く｡ ）を接続する方法により開催する。

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所長官 8人 ・

随員高等裁判所事務局長 8人

協議事項

出席者

４
５

日程6

守

13：30 ～ 16：00

10B

(木）
最高裁判所長官挨拶
全体協議



事務総局会議資料募り
（ ｜月ユケ日開催）

(令和4． 1． 25民二印）

調停委員協議会の開催について

主催 最高裁判所

期日 令和4年5月26日 （木）

場所 最高裁判所

ウェブ会議システムを用いて，最高裁判所と協議員が所在する裁判

所とを相互に接続する方法を用いる。

協議事項 （1） 民事

民事調停が直面する課題を克服してより良い調停運営を実現す

るために，調停委員の技能向上を図るに際しての課題及び具体的

１
２
３

4

方策について

（2） 家事

新たな調停運営の柱となる事案の内容，各期日の目的等に応じた

メリハリのある事情聴取・調整の在り方及びその実現のために調停

委員が果たすべき役割一ｳｪブ会議の導入も見据えて一

協議員 各地方裁判所又は管内の簡易裁判所の民事調停委員及び各家庭裁判所

の家事調停委員1人ずつ（高等裁判所本庁所在地以外の地にあっては，民

事調停委員及び家事調停委員の併任者であれば， 1人とすることも可能で

5

ある｡）

合計最大 100人

参列員協議事項(1)については，簡易裁判所判事及び裁判所書記官

2人

協議事項(2)については，家庭裁判所判事，家庭裁判所調査官及び裁判

所書記官 3人

合計 5人

6

勺



事務総局会議資料隼g
（ ｛ 月ユタ日開催）

(令和4． 125 行二印）

労働審判員研修会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 原則として4月から6月までの間で各地方裁判所の定める日

1

2

場所 各地方裁判所

研修事項労働審判事件の処理に必要な基礎的知識の習得

3

4

各地方裁判所に所属する新任の労働審判員出席者5

I

○



事務総局会議資料津も
( I月1ざ日開侭）

(令和4. 1 . 25行二印）

労働審判員研究会の開催について

主催 各地方裁判所

期日 原則として9月から12月までの問で各地方裁

場所 各地方裁判所

研究事項労働審判事件の処理に必要な専門的知識の習得

原則として9月から12月までの問で各地方裁

～

１
２
３
４
５

判所の定める日

各地方裁判所に所属する労働審判員出席者

や


